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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年３月４日      

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２０年１２月２８日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 静岡県神子元島沖 神子元島灯台から真方位１８９°２.５海里付近 

（概位 北緯３４°３２.０′ 東経１３８°５６.０′） 

事故調査の経過  平成２０年１２月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。   

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 旺
おう

秀
しゅう

丸、１９トン 

第２７３－７７５３号（船舶検査済票の番号）、 

機械開発北旺株式会社・家島建設株式会社 

１３.４５ｍ×５.５８ｍ×２.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成６年１１月 

Ｂ 浚渫船兼起重機船 旺
おう

秀
しゅう

、約１,６１０トン 

機械開発北旺株式会社・家島建設株式会社 

５７.００ｍ×２０.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

平成６年、スパッド台船 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１３年４月１２日 

    免許証交付日 平成１８年３月１４日 

           （平成２３年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 全損 

Ｂ Ａ船との結合部に擦過傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船とＢ船が結合した一体型押船列（以下「Ａ船押船列」という。）

は、船長ほか５人が乗り組み、平成２０年１２月２３日０７時３０分ご

ろ、長崎県佐世保港を出港して東京湾に向かった。 

Ａ船押船列は、Ａ船に操舵室と機関室を、Ｂ船の船尾部甲板上に乗組員

居住区をそれぞれ設け、同居住区内にも増設した操舵室（以下「Ｂ船操舵

室」という。）を備えていた。 

船長及び乗組員は、主にＢ船操舵室で４時間交代３直制の航海当直を行

っていた。 

１２月２７日夜、機関担当の甲板員Ａは、機関室内を見回り、主機など

に異常がないことを確認した後、機関室の入口扉（鋼製水密扉）を開放し

たままＢ船操舵室に移動し、２３時３０分ごろ、静岡県御前埼の南西方で
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作業員Ａと共に船長から航海当直を引き継いだ。 

Ａ船押船列は、西寄りの風と波浪を受けながら針路約０９０°及び速力

約４～５ノットで航行した。 

翌２８日０３時３０分ごろ、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃは、静岡県石廊埼の

南方で甲板員Ａ及び作業員Ａから航海当直を引き継ぎ、その後次第に風の

音が大きくなるとともに波が高まることを感じていた。 

Ａ船押船列は、神子元島の南方で約１０°左転した。 

甲板員Ｃは、Ｂ船操舵室の窓から船尾方を見ていたところ、大きな波が

Ａ船に打ち込むのを目撃し、操船を担当していた甲板員Ｂに対して「Ａ船

に波がのった。元の針路にしてくれ。」と叫んだ。 

甲板員Ｂは、甲板員Ｃの叫び声を聞き、針路を約０９０°に戻すととも

に主機のクラッチを中立状態にし、間もなくＡ船の主機が停止した際の警

報音を聞いた。 

 甲板員Ｃは、異常事態の発生と判断し、隣室で休息していた船長に報告

し、船長の指示を受け、０６時２１分ごろ携帯電話で海上保安庁に通報し

た。 

甲板員Ｂは、引き続きＡ船に波が打ち込み、上甲板が波に洗われる状況

となったことをＢ船操舵室の窓から目撃した。 

乗組員は、０６時３０分ごろ、Ａ船とＢ船とを結んでいたチェーンが切

断したと思われる音を聞き、船長はＡ船の沈没を目撃した。 

その後、船長及び乗組員は、漂流状態となったＢ船の動揺を抑えるため

にスパッドを海中に下ろした。 

一方、来援した海上保安庁特殊救難隊員は、引船の到着に備えてＢ船か

ら直径約７０mm のロープを海面上に繰り出すとともに、座礁を避ける目

的で船首から錨を投入した。 

船長及び乗組員は、０９時１６分ごろ、海上保安庁のヘリコプターに救

助された。 

Ｂ船は、東京都利島に向けて漂流し、１４時３５分ごろ、利島灯台から

２８２°６００ｍ付近でスパッドの下端が海底に接触して停止した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約１５m/s 

海象：西から波高約３～５ｍ、周期６sの波浪 

特記事項：関東海域北部に海上強風警報（最大風速１７.２m/s以上２４.

５m/s未満）が発表されていた。 

 その他の事項  Ａ船押船列は、Ａ船の両舷船首及び船尾から油圧式の圧着パッドをＢ船

の船尾凹部の外板に押し当てて結合し、さらに１０トン用チェーン４本、

直径約５０mmのナイロンロープ２本を両船間にとっていた。 

油圧式の圧着パッドは、Ａ船側の発電機が停止しても油圧が保持される

構造となっていた。 

Ａ船押船列は、ふだんから機関室内の換気の目的で、機関室の入口扉を

開放するようにしていた。 

甲板員Ｂ、甲板員Ｃ及び作業員Ａは、一級小型船舶操縦士免許証を受有

していた。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

Ａ船押船列は、海上強風警報が発表されていた

神子元島沖を東方に向けて航行中、Ａ船の船尾か

ら波が打ち込み、開放していたＡ船の機関室入口

から多量の海水が同室内に流入したため、Ａ船が

浮力を喪失して沈没したものと考えられる。 

本事故当時、Ａ船押船列は、波高約３～５ｍの

波浪を船尾から受け、波が打ち込む状態に陥った

可能性があると考えられる。 

Ａ船は、機関室内の換気の目的で、機関室の入

口扉を開放していたものと考えられる。 

Ａ船は、沈下に伴ってその圧着パッドがＢ船の

外板を滑り落ち、さらにチェーン及びナイロンロ

ープが切断したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船押船列が、海上強風警報が発表されていた神子元島沖を

航行中、Ａ船の船尾から波が打ち込み、開放していた機関室入口から同室

内に多量の海水が流入したため、Ａ船が浮力を喪失して沈没したことによ

り発生したものと考えられる。 

 

 




